（様式12）
北　　第　　　　　　号
　　年　　月　　日
住　所
氏　名　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長

命令予告通知書

　下記の建築物は建築基準法（昭和25年法律第201号）に違反しているので、同法第９条第１項の規定により下記のとおり命令することを、同条第２項の規定によりあらかじめ通知します。
なお、この通知書の交付を受けた者又は代理人は、下記の提出期限内に意見書及び自己に有利な証拠を提出することができます。

記

１．命令しようとする措置
２．その事由　建築基準法第　条第　項の規定に違反するため
３．意見書の提出先
４．意見書の提出期限　　　　　　　年　　　月　　　日限り
５．建築物の表示
　　（１）位　置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（２）構　造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　（３）用　途　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（教示）この通知書の交付を受けた者は、建築基準法第９条第３項の規定に基づきその交付を受けた日から３日以内に、特定行政庁（北見市長）に対し意見書の提出に代えて公開による意見の聴取の請求をすることができます。
